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自転車の安全な利用に関する交通安全指導の徹底について（依頼）  

 

このことについて、千葉県警察交通統計資料によると、令和３年中（１月か

ら１２月）の県内児童生徒の自転車乗車中による交通事故死傷者数は８３５人

で、全体の５割を超えています。特に、中学生は１７２人で全体の５９．７％、

高校生は４６９人で全体の７４．３％を占めており、年齢が上がるにつれて、

自転車乗車中による事故が多くなる傾向があります。また、県警本部が取り  

まとめた令和３年中の「子供に対する自転車指導・警告状況」によると、最も   

多い違反内容は「歩行者に危険を及ぼす違反」となっています。 

つきましては、「県自転車条例の一部を改正する条例」が７月１日に全面  

施行されるにあたり、貴域内の市町村教育委員会に対して、改めて下記の取組

内容及び参考資料等について周知するとともに、自転車の安全な利用に関する

交通安全指導の徹底が図られるよう御指導願います。 

記 

１ 自転車の安全な利用に関する交通安全指導の充実を図る。  

○学校安全の手引  

 ＜小学校＞  

  指導内容（P７０～）  

  自転車の車両としての特性や、ヘルメット着用の重要性を理解させる。  

  ワークシート（P９２～）  

  徒歩や自転車乗車中の、道路や交差点における危険を考えさせる。  

 ＜中学校 ・高校 ＞  

  指導内容（中学校 P７８～・高校 P８５～）  

  自転車の点検整備や天候・交通状況に応じた安全な走行、発進時や道路

横断時の安全確認の重要性を理解させる。  

  ワークシート（P９４）  

  自転車乗車中の危険について理解させ、安全な運転について考えさせる。 

○自転車の安全利用に関する教育用リーフレット  

  「おぼえよう！自転車のルール」（小学生用）  

  ちばサイクルールに基づき、自転車の安全な乗り方を学ぶ。  

  「あなたとみんなの命を守る ちばサイクルール」（中学生以上用）  

  ちばサイクルールや自転車運転者講習を通じて、交通ルールに則った自

転車の正しい乗り方を学ぶ。  

 ※千葉県教育委員会 HP（学校安全）に、リーフレット及び授業展開例・

ワークシートが掲載されています。  

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/anzen/koutsuuannzenn/koutsuuannzenn.html#a3  

 

 



 

 ＜参考資料：自転車条例の一部を改正する条例の全面施行に関すること＞  

○自転車保険加入義務化に関する啓発チラシ（別紙参照）  

○千葉県ホームページ「千葉県では自転車保険加入が義務化されます」  

  ※「千葉県 自転車保険加入義務化」で検索  

  ※上記ホームページに「自転車保険取扱事業者一覧」が掲載  

○参考通知文  

  ・教職第９２６号・教安第１２８７号（令和４年１月２６日付）  

千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部を改正する

条例の制定について（通知）  

・教安第１４３５号（令和４年３月１日付）  

自転車損害賠償保険等（自転車保険）加入義務化に関するチラシデータ

の送付について（依頼） 

 ・教職第１７１号・教児安第１２８号（令和４年５月１２日付）  

  千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部を改正する

条例の施行及び自転車損害賠償保険等への加入促進について（通知）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担 当】  

 教育振興部児童生徒安全課安全班  

 指導主事 田中 福太郎  

  TEL ０４３－２２３－４０９１  
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 各県立学校長 様 

 

教育振興部児童生徒安全課長  

 

 

自転車の安全な利用に関する交通安全指導の徹底について（依頼）  

 

このことについて、千葉県警察交通統計資料によると、令和３年中（１月か

ら１２月）の県内児童生徒の自転車乗車中による交通事故死傷者数は８３５人

で、全体の５割を超えています。特に、中学生は１７２人で全体の５９．７％、

高校生は４６９人で全体の７４．３％を占めており、年齢が上がるにつれて、

自転車乗車中による事故が多くなる傾向があります。また、県警本部が取り  

まとめた令和３年中の「子供に対する自転車指導・警告状況」によると、最も   

多い違反内容は「歩行者に危険を及ぼす違反」となっています。 

つきましては、「県自転車条例の一部を改正する条例」が７月１日に全面  

施行されるにあたり、貴校教職員に対して、改めて下記の取組内容及び参考資

料等について周知するとともに、自転車の安全な利用に関する交通安全指導の

徹底が図られるよう御指導願います。 

記 

１ 自転車の安全な利用に関する交通安全指導の充実を図る。  

○学校安全の手引  

 ＜小学校＞  

  指導内容（P７０～）  

  自転車の車両としての特性や、ヘルメット着用の重要性を理解させる。  

  ワークシート（P９２～）  

  徒歩や自転車乗車中の、道路や交差点における危険を考えさせる。  

 ＜中学校 ・高校 ＞  

  指導内容（中学校 P７８～・高校 P８５～）  

  自転車の点検整備や天候・交通状況に応じた安全な走行、発進時や道路

横断時の安全確認の重要性を理解させる。  

  ワークシート（P９４）  

  自転車乗車中の危険について理解させ、安全な運転について考えさせる。 

○自転車の安全利用に関する教育用リーフレット  

  「おぼえよう！自転車のルール」（小学生用）  

  ちばサイクルールに基づき、自転車の安全な乗り方を学ぶ。  

  「あなたとみんなの命を守る ちばサイクルール」（中学生以上用）  

  ちばサイクルールや自転車運転者講習を通じて、交通ルールに則った自

転車の正しい乗り方を学ぶ。  

 ※千葉県教育委員会 HP（学校安全）に、リーフレット及び授業展開例・

ワークシートが掲載されています。  

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/anzen/koutsuuannzenn/koutsuuannzenn.html#a3  

 



 

 ＜参考資料：自転車条例の一部を改正する条例の全面施行に関すること＞  

○自転車保険加入義務化に関する啓発チラシ（別紙参照）  

○千葉県ホームページ「千葉県では自転車保険加入が義務化されます」  

  ※「千葉県 自転車保険加入義務化」で検索  

  ※上記ホームページに「自転車保険取扱事業者一覧」が掲載  

○参考通知文  

  ・教職第９２６号・教安第１２８７号（令和４年１月２６日付）  

千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部を改正する

条例の制定について（通知）  

・教安第１４３５号（令和４年３月１日付）  

自転車損害賠償保険等（自転車保険）加入義務化に関するチラシデータ

の送付について（依頼） 

 ・教職第１７１号・教児安第１２８号（令和４年５月１２日付）  

  千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部を改正する

条例の施行及び自転車損害賠償保険等への加入促進について（通知）  
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